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　日本の「外国子会社合算税制」は、租税負
担割合（トリガー税率）が20％未満の外国
子会社等のすべての所得について日本の親会
社の所得に合算して課税するというもの。
　ただし、外国子会社等に経済活動の実体が
あり、4つの「適用除外基準」（①事業基準、
②実体基準、③管理支配基準、④所在地国基
準又は非関連者基準）を満たす場合は外国子
会社合算税制の適用対象外となる。
税率20％以上であっても合算課税の対象に
　現行の制度で財務省が問題としているもの
の1つは、外国子会社のトリガー税率が20％
以上であれば、その経済実体を伴わない所得
であっても親会社の所得に合算されないとい
う点だ。
　この問題に対応するために財務省が政府税
制調査会で示した見直しの方向性は、外国子
会社等のすべての所得を親会社の合算対象と

する現行の事業体アプローチに代えて、外国
子会社の所得の種類等に応じて合算対象を決
定するというアプローチを新たに採用すると
いうもの。
　具体的には、子会社自らが取り組む商品の
製造・販売やサービスの提供による対価の獲
得等の経済実体がある事業から得た所得を

「能動的所得」として、外国子会社合算税制
の適用対象外（子会社所在地国で課税）とす
る。一方で、一定の金融所得や実質的活動の
ない事業から得られる所得などは経済実体が
ない「受動的所得」として、外国子会社合算
税制の適用対象（日本で課税）とする。
　また、企業に過度の事務負担が生じないよ
うに配慮するために、現行のトリガー税率を
代替・補完する「制度適用免除基準」を検
討・設定する。
　財務省の提案に対し会合の出席委員から

　平成29年度税制改正での実現が確実視されている「外国子会社合算税制」の見直しの方
向性が政府税制調査（9月29日開催）で示された。財務省が明らかにした内容は、トリガー
税率が20％未満の外国子会社等のすべての所得を親会社の合算対象とする現行制度につい
て、新たに外国子会社の所得の種類等に応じて合算対象か否かを判断するというもの。これ
により、トリガー税率20％以上の外国子会社であっても「一定の金融所得や実質的活動の
ない事業から生じた所得等」（受動的所得）が日本の親会社の合算対象とされる一方で、実
体のある事業から生じた所得（能動的所得）であれば合算の対象外となる。また、対象地域
の拡大などによる企業の事務負担増に配慮するため、現行のトリガー税率を代替・補完する
「制度適用免除基準」を検討・設定されることも明らかとなった。

トリガー税率に代わる制度適用免除基準を設定し、企業の事務負担増に配慮

対象地域を拡大、経済実体なければ合算対象に
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は、見直しの方向性に正面から反対する意見
は見られなかったものの、「受動的所得」と

「能動的所得」の定義や判断が課題となると
いう意見や制度の複雑化などを懸念する意見
が相次いだ。
　会合後の記者会見で中里会長は、受動的所
得と能動的所得の区分について「区分は難し

いが外国では対応しているので、できること
だと思います」と話すとともに、「過度に複
雑化してしまうと企業を苦しめるだけですか
ら、その点は十分に配慮したいと思います」
と話し、次回以降の会合で外国子会社合算税
制の見直しに関する議論を継続する方針を示
した。
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【図表1】納税者（居住者）に対しタックス・ヘイブン（TH）対策税制が適用されるまでの経緯（概要）

【図表2】現行NISAにおける非課税期間終了時の対応

【図】平成29年度税制改正における外国子会社合算税制の見直しの方向性

【図表2】A社（デンマーク法人）の事業活動の内容に関する裁判所の事実認定（主なもの）

❸ TH対策税制の適用があ
ると判断し、A社（特定外
国子会社等）の課税対象
留保金額に相当する金額
を納税者の雑所得に算入
する内容等の課税処分

C社（オランダ法人）A社（デンマーク法人）

①　A社は、C社及びD社（いずれもデンマーク法人）の発行済株式の100%を平成21年12月期の期末時点まで
継続して保有していたこと

②　A社の株式の保有に係る事業以外の事業は、平成20年12月期はD社の商品販売の代理又は仲介（手数料
5,491DKK（約9万円））及びC社への貸付金による収入（利息約22万DKK（約377万円））、平成21年12月期
はC社への貸付金による収入（利息約23万DKK（約389万円））であること

③　A社の収益合計額に占める株式の保有に係る収益合計額の割合は、平成20年12月期は94.5%、平成21年
12月期は88.4%であること

④　A社には2名の使用人が在籍し、平成20年12月期には人件費として約118万DKK（約1,900万円）が支払わ
れていたこと（平成21年12月期には納税者の長女を含む3名が在籍し人件費等として約137万DKK（約
2,200万円）が支払われていたこと）

⑤　当初B社の事務所内にあったA社の本店所在地は、平成20年3月に使用人の自宅所在地に移動し、平成21年
9月に納税者の長女の旧自宅兼D社の所在地へ移動しており、A社の貸借対照表に建物等の資産計上がないこと

裁判所

税務当局

❶設立から解散までA社
株式を100%保有

❷B社（子会社デンマーク法人）株式
を2回にわたりすべて売却

【表】経営力向上計画の主な内容

1　名称等
2　計画に係る事業の属する事業分野
3　計画の実施時期
▶3年以上5年以内として定めること。

4　現状認識
▶自社の事業概要（自社の事業の内容について、概要を記載すること）
▶自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向（自社の商品・サービスについて、
顧客の数やリピート率、主力取引先企業の推移、市場の規模やシェア、競合他社との比較等について分
析し、自社の強み及び弱みを記載すること）

▶自社の経営状況（自社の財務状況について、売上高増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA有利子
負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率その他の財務情報の数値を参考に分析し、改善すべき
項目等について記載すること）

5　経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標について
▶「指標の種類」の欄には、事業分野別指針で定められた指標がある場合は、当該指標を記載することと
し、定められていない場合は、労働生産性と記載すること。

6　経営力向上の内容
▶「4　現状認識」等に記載した内容を踏まえて具体的に記載すること。

7　経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
▶経営力向上計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載すること。
▶「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載のこと。

8　経営力向上設備等の種類
▶経営力向上計画に基づき経営力向上設備等を取得する場合に記載すること。

B社（子会社デンマーク法人）

100%支配

納税者

（株式譲渡益発生もデンマークでは非課税）

（原則）課税口座へ払出し
※払出し価額は払出し時点の時価（130万円）

（口座開設者が希望した場合）翌年の投資枠へロールオーバー（移管）
［現行制度］年間投資上限額（120万円）の範囲内でロールオーバーが可能
［改正要望］年間投資上限額（120万円）を一定額超過している場合であっても、
　　　　　 ロールオーバーを可能とする

（原則）課税口座へ払出し
［現行制度］払出し価額は払出し時点の
　　　　　 時価（80万円）
⇒将来、時価が80万円から上がった場
   合値上がり分に課税されてしまう

［改正要望］払出し価額はそもそもの取得
　　　　　　価額（100万円）とする

（口座開設者が希望した場合）翌年の投資枠へロールオーバー（移管）
※翌年の年間投資上限額（120万円）のうち、80万円分の枠を使用してロールオーバーが可能

（出典：金融庁）

○　現行制度は、外国子会社の税負担水準が20％
（トリガー税率）以上であれば経済実体を伴わない
所得であっても合算せず、申告も求めない一方、実
体ある事業から得た所得であっても合算してしまう、
という問題あり（右記図参照）。
○　外国子会社配当益金不算入制度（2009年度導入）
と相まって、知財・金融資産等や事業を形式的・表面的に
外国子会社へと移転し、得られた所得を配当として日本
に戻すことで課税を逃れる行為を可能とする側面あり。

国内資産の減少、知の国外流出、サービス収支の減
少、日本企業が晒されるリピュテーション・リスクの
増大、税の空洞化、税制への信頼低下等の可能性

実体を伴わない
所得であっても合
算されない部分
（Under Inclusion）

現行制度のイメージ

外国子会社の
租税負担率

トリガー税率
20％

能動的所得 受動的所得

（出典：財務省資料）

合算対象所得
実体ある事業から
の所得も一部合算
されてしまう部分
（Over Inclusion）

○　「価値創造の場で税を払うべき」というBEPSプ
ロジェクトの原則を踏まえ、外国子会社の所得の種
類等に応じて合算対象を決定するアプローチへと
変更し、上記の問題に対応（その際、過度の事務負
担が生じないよう配慮）。
・子会社が自らの能力と責任を持って取り組む商品の
製造・販売やサービスの提供による対価の獲得等、
経済実体がある事業から得た所得（能動的所得）
⇒合算対象外（子会社所在地国で課税）
・一定の金融所得や実質的活動のない事業から得
られる所得等（＝経済実体がない受動的所得）
⇒親会社の所得に合算（日本で課税）

海外事業に取り組む日本企業のリピュテーション・
リスク低減、日本企業のグローバル・コーポレート・
ガバナンス強化の促進、海外成長市場の果実の日
本経済への取込み促進、税制に対する納税者の信
頼の確保と税の空洞化の可能性への対処
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